
4）1ケ月間の発行件数（平成18年10月）  

1ケ月間の明細書の発行件数は以Fのとおりである。   

外来については、病院は平均600．46件、診療所は595．34件、歯科診療所は255．14件と  

なっている。   

入院については、病院は62．31件、診療所は35．60件、歯科診療所は0．00件となってい  

る。なお、診療所・歯科診療所の「発行件数（入院）」は有床診療所のみの平均値（それぞ  

れ、n＝31、n＝1）とした。   

また、保険薬局の発行件数は、平均668．60件となっている。  

図表401ケ月間（平成柑年10月）の発行件数  

5）明細書の発行状況   

明細書の発行状況についてみると、病院においては、「希望があれば、希望した患者さん  

すべてに発行している」（47．9％）が最も多く、次いで「希望があれば発行しているが、治  

療上の理由などで差し支えのある場合には発行を断ることもある」（犯0％）となっており、  

診療所においては、「全ての患者さんに発行している」（45．6％）が最も多く、次いで「希  

望があれば、希望した患者さんすべてに発行している」（42．4％）となっている。また、歯  

科診療所においては、「全ての患者さんに発行している」（53．6％）が最も多く、次いで「希  

望があれば、希望した患者さんすべてに発行している」（36．2％）となっており、保険薬局  

については、「全ての患者さんに発行している」（44．5％）が最も多く、次いで「希望があ  

れば、希望した患者さんすべてに発行している」（44．2％）となっている。  

図表41明細書の先行状況  

Ol tO1  2（川  301 101  50t   601  70ヽ  801  901  川Ol  

発行件数（外来）  発行件数（入院）  

平均（件）   標準偏差  平均（件）  標準偏差   

全体  （n＝1．200）   4朗，20   1，546．97   39．75   191．44   

病院  （n＝ 338）   600．46   2，310．40   62．31   240．31   

診療所  （n＝ 250）   595．34   942．27   35．60   102．72   

歯科診療所 （n＝ 293）   255．14   306．42   0．00   0．00  

発行件数  

保険薬局  （n＝ 319）   668．60   1，006．19   

■全ての患者さんに発行している  
□希望があれば、希望した患者きんすべてに発行している  
由希望があれば発行しているが、治療上の理由などで差し支えのある場合には発行を断ることもある  

■その他  
□無回答  
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7）善用徴収の有無   

費用徴収の有無についてみると、病院においては、「費用を徴収していない」（82．8％）、  

「費用を徴収している」（13．9％）となっており、診療所においては、「費用を徴収してい  

ない」（91．2％）、「費用を徴収している」（6．4％）となっている。また、歯科診療所におい  

ては、「費用を徴収していない」（89．8％）、「費用を徴収している」（5．8％）となっており、  

保険薬局については、「費用を徴収していない」（93．7％）、「費用を徴収している」（3．4％）  

となっている。  

なお、費用を徴収している施設の件数を、ふき出しで示した。  

図表43 費用徴収の有無  

6）明細書の発行方法   

明細書の発行方法についてみると、病院においては、「専用の様式を作成し発行している」  

（64．5％）が最も多く、次いで「レセプトと同じものを発行している」（24．6％）となって  

おり、診療所においては、「専用の様式を作成し発行している」（6臥0％）が最も多く、次  

いで「レセプトと同じものを発行している」（22．0％）となっている。また、歯科診療所に  

おいては、「専用の様式を作成し発行している」（56．3％）が最も多く、次いで「レセプト  

と同じものを発行している」（25．3％）となっており、保険薬局については、「専用の様式  

を作成し発行している」（57．4％）が最も多く、次いで「レセプトと同じものを発行してい  

る」（34．2％）が多くなっている。  

図表42 明細書の発行方法  

O1  101  201  ユO1  401  501  601  TO1  801  901 100l  

合計  
（N＝1200）  

病杭  
（N＝338）  

診療所  
（N＝250）   

歯科診療所  
（N＝ヱ93）  

保険業局  
（N＝3日）  

■レセプトと同じものを発行している白専用の様式を作成し発行している日宇書きで発行している  
■その他  0無回答  

●十川き微小していい、∩…享…している＝疇l川蔓l  
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なお、明細書発行方法を費用徴収の有無別にみると、費用を徴収していない医療機関全  

体では26．4％、徴収している医療機関全体では34．1％が「レセプトと同じものを発行して  

いる」と回答していた。双方ともに、約6割で「専用の様式を作成し発行している」との  

回答であった。  

図表44 明細書の発行方法（費用徴収の有無別：全体）  

0＼  10＼  ？0ヽ   30＼  10ヽ   5【）＼  も0ヽ   70ヽ   80ヽ   gOl tOOヽ  

図表46 明細書の発行方法（費用撤収の有無別：診療所）  

01   t01  20■   30一  利）ヽ   50■   801  701  801  80ヽ l（）肌  

合計  
（N＝g5凸）  

費用を徴収していない  
（N＝228）  

サ用を徴収している  
（N＝＝川）  

加回答  
（N＝尋）  合計  

（N＝1200）  

費用を徴収していない  
（N＝川†0）  

費用を徴収している  
（N＝91）  

無回答  
（N＝39）  

／・レセプトと同じものを発行Lている叩用の胴を作成し雛している田手書きで即している■その他瑚画答／  

図表4了 明細書の発行方法（費用徴収の有無別：歯科診療所）  

Ot lO1  20t   30t lO1  50ち   8【I1  7（〉1  801  90■  100l  

合I†  

（N＝283）  

た用をせ収していない  
（N＝2－I3）  

費用を徴収している  
（l＼声lり  

■回奄  
（H＝13）  

：隕レセプトと同じものを発行している8専用の料式を作成し発行している切手書きで発行している・その他□無回答l  

なお、医療機関種別の状況は以下のとおりである。  

図表45 明細書の発行方法（費用徴収の有無別：病院）  

Ol  101  20ヽ   30ヽ   40ヽ   50ヽ   801  TOt   801  98t  100l  

！■レセプトと同じものを慶福してi－る叩用益欄式を作乱発姦しふる田手由で集結Lている・その砲口無回答】  

合計  
（N＝338）   

焚用を徴収していない  
（N＝280）  

費用を静心している  
（Nニ17）  

無回答  
（N＝1＝  

図表48 明細書の発行方法（費用撤収の有無別：保険薬局）  

O1  10t  201  301  101  50t   801  701  80ヽ   90†i 10（】l  

会計  
（N＝3用）  

書用を徴収していない  
（N＝2tI8）  

費用書徴収していj  

（N＝lり  

九回答  
（N＝g）  

【－レセプトと読もの妄兵行してtこ盲もi用の元式を元議L如してtこ去占吏書きで元高している・扁扁扇面  

liしセプト云同王i高室扁し盲し、る占専用扁垂画し如してLlる占和きで集札ている・扁垂加回書】  
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8）費用徴収の方法  

（ア）医療機関全体   

費用徴収の方法についてみると、「1件ごとに徴収している」（73．6％）が最も多く、次い  

で「その他」（1臥7％）となっている。「項目ごとに徴収している」との回答は見られなか  

った。  

図表49 費用撤収の方法（医療機関全体）  

合計（N＝9り  

001   2001  40．0ヽ   60．01  8001  1000l  

（ウ）診療所   

費用徴収の方法についてみると、「1件ごとに徴収している」（62．5％）が最も多く、rそ  

の他」（25．0％）となっている。  

図表51費用徴収の方法（診療所）  

診療所（N＝川）  

0．O1   2001  4001   ¢0－O1  800I l00．OI  

1件ごとに徴収している   

項目ごとに徴収している  

その他  

k回答  

l件ごとに徴収している   

項目ごとに徴収している  

その他  

無回書  

（エ）歯科診療所   

費用徴収の方法についてみると、「1件ごとに徴収している」（76．5％）が最も多く、「そ  

の他」（11．8％）となっている。  

図表52 費用徴収の方法（歯科診療所）  

歯科診療所（N＝17）  

0，O1   20．O1   40．O1   80．O1   8001  100，Ol  

「その他」の具体的な内容としては、「10円／枚」、「初診のみ30円／件を徴収」、「1年  

ごとに徴収（525円／年）」、「入院・領収書単位、外来、1科1ケ月単位、各1，050円」、「1  

ページ20円」等が挙げられている。 

（イ）病院   

費用徴収の方法についてみると、「1件ごとに徴収している」（78．7％）が最も多く、次い  

で「その他」（17．0％）となっている。  

図表50 費用徴収の方法（病院）  

病院（N＝47）  

001   20．O1  40．O1  60．O1  80．O1 100．Ol  

1件ごとに徴収している   

項目ごとに轍収している  

その他  

無回書  

（オ）保険薬局   

費用徴収の方法についてみると、「1件ごとに徴収している」（63．6％）が最も多く、「そ  

の他」（27．3％）となっている。  

国表53 費用徴収の方法（保険薬局）  

保験薬局（N＝1り  

0．O1   2（101   400ヽ   80．O1   80．81  1000l  

1件ごとに徴収している   

項目ごとに徴収している  

その他  

無回答  

1件ごとに徴収している   

項月ごとに徴収している  

モの他  

無同音  
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9）費用徴収の金額（1件ごとに撤収）   

明細書について費用を徴収している医療機関は少ないため、データ数は少ないが、1件ご  

とに徴収している費用の金額についてみると、病院においては、「500～1000円未満」  

（35．1％）が最も多く、次いで「200円未満」、「1000円～1500円未満」（ともに21．6％）  

であった。診療所においては、「200円未満」、「1000～1500円未満」がともに30．0％となっ  

ている。また、歯科診療所においては、「1500M以上」（30．8％）が最も多く、保険薬局に  

ついては、「500～1000円未満」、「1000～1500円未満」（ともに28．6％）となっている。  

図表54 費用徴収の金縮（1件ごとに徴収している場合）  

∩＼   tOヽ  20ヽ  30ヽ  10ヽ  50ヽ  60ヽ  †0ヽ  80ヽ  90ヽ  ‖甘川  

10）け化の状況  

（ア）医事会計システム導入の有無   

医事会計システム導入の有無についてみると、病院においては、「あり」（85．8％）、「な  

し」（8．3％）となっており、診療所においては、「あり」（64．4％）、「なし」（28．4％）とな  

っている。また、歯科診療所においては、「あり」（45．4％）、rなし」（43．0％）となってお  

り、保険薬局については、「あり」（58．9％）、「なし」（24．5％）となっている。  

図表56 医事会計システム導入の有無  

Ol  10ヽ   701  301 101  50ヽ   801  701  801  gOl 10t）l  

合計   
（N＝6†）  

病院   
（N＝3丁）  

診療所   
（N＝10）   

歯科診療所  
（N＝13）  

保険菓句   
（N＝7）  ∫■ありロ机口海事f   

1■200円稲田2DO二500円未満四500～－000円未満i－00D－－500円未森田1蒜緬以上□無回酎   

医事会計システムの導入有無と明細書の発行開始時期との関連についてみると、医療機  

関全体において、医事会計システムを導入している医療機関の方が早期に明細書を発行し  

ている傾向が見られた。  

園表57 医事会計システム導入有無と明細書発行開始時期との関連（全体）  

O1  101   2肌   301   相ヽ   60ヽ   801   －011  801   901  100■  

各医療機関種別における、費用徴収の平均値、標準偏差、最大値、中央値、最′J、値は以  

下のとおりである。  

図表55 明細書発行にかかる費用  

（単位二円）  

平均値  標準偏差  最大値  中央値  最／ト値   

合計   863．05  901．43  5，000   525   5   

病院   761．23  653．37  3，000   525   10   

診療所   620．50  5g5．80  2，000   400   5   

歯科診療所  1，440．91  1．536．35  5，000   500   50   

保険薬局   801．83  461．47  1，61l   750   200   

月  
口1080－柑89年 匂20抑－2005年 ■2008年l－3月  

q2006年相月以障D無国書  
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これを医療機関種別にみると、以下のとおりである。病院では医事会計システムを導入  

している医療機関の方が、明細書の発行開始時期が遅い傾向が見られているが、診療所で  

は逆の結果となっている。  

図表58 医事会計システム導入有無と明細書発行開始時期との関連（病院）  

Ol  10ヽ   201   30ヽ  1【l■   5【l1   80■   TOヽ   帥ヽ   80t lOO■   

（イ）オーダリングシステム導入の有無   

オーダリングシステム導入の有無についてみると、病院においては、「あり」（29．9％）、  

rなし」（61．8％）となっており、診療所においては、「ありj（8．0％）、「なし」（76．8％）  

となっている。また、歯科診療所においては、rあり」（7．8％）、「なし」（70．3％）となっ  

ている。  

圃表61オーダリングシステム導入の有無  

O1  101  201  301  401  501  601  701  801  901 100l  

合計  
（Nニ338）  

あり  
（N＝IOり  

なし  
（N＝200）  

k回答  
（N＝28）  

矩藍月  
ロー関口一柑附年 ロ200【ト印05年 ■200¢年t－3月  

8200‘年相月以韓D■回答  

図表59 医事会計システム導入有無と明細書発行開始時期との関連（診療所）  

Ot   川t   201  301  10ヽ   5【〉t   80ヽ   70t   80t lO■   川Ot  

l■示す玩示扁軒  
（N，1  

－ 
．・・  

（N2）－   

■回答  
（N＝38〉  

l：ニこ買ニ。月  □相加卜刊柑如Fl臥川○（ト28¢5年 ■2008年卜一3月  

ロ2¢08年tO月以■口■回答  

国表60 医事会計システム帝人有無と明細書発行開始時期との関連（歯科診療所）  

01  101   帥l  ：IOI  101   501  101   T01   801  i01  1抽l  

l；嘉皇㌫8二至癌鶉吉宗 竺二竺6〒ラ竺テ竺∃  
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（7）「個別診療報酬点数の算定項目の分かる明細書」を発行していない施設  

の状況  

1）明細書を発行しない理由  

（ア）医療機関全体   

明細書を発行していない医療機関に対して、発行しない理由についてみると、「希望する  

患者さんが少ない」（72．5％）が最も多くなっている。  

図表62 明細書を発行しない理由（全体）：複数回苔  

合計（N＝g50）  

00ヽ    200ヽ   10〔lヽ   6001   80d＼  †0（18l   

（ウ）診療所   

明細書を発行しない理由についてみると、「希望する患者さんが少ない」（67．9％）が最  

も多くなっている。  

国表84 明細書を発行しない理由（診療所）：複数回答  

診療所（N＝柑7）  

0、0ゝ   20．0～   4DO％   80．Ot   8001  1000l   

静電する患書さんが少ない  

事ホ■担が大きい  

無行丁る駿■が書っていない   
（鰹■に貯用がかかる）   

た行で替る体制が攣っていない  
（書員がいない）  

モの他  

■巨l讐  

鶉豆する息書きんが少ない  

無行する拉●が暮っていない   

（拉■に什用がかかる）  

ヰふ負担が大さい  

貴行でさる体制が亜っていない  
（■■がいない）  

その他  

知回音  （エ）歯科診療所   

明細書を発行しない理由についてみると、「希望する患者さんが少ない」（72．9％）が最  

も多く、次いで「事務負担が大きい」（31．4％）、「発行する設備が整っていない（設備に費  

用がかかる）」（23．5％）となっている。  

国表65 明細書を発行しない理由（歯科診療所）：複数個答  

歯科診療所（N＝255）  

0．0％    20．01   400ヽ   8001   80．O1  1【）00l   

（イ）柄院   

明細書を発行しない理由についてみると、「希望する患者さんが少ない」（64．3％）が最  

も多く、次いで「発行する設備が整っていない（設備に費用がかかる）」（26．4％）となっ  

ている。  

図表63 明細書を発行Lない理由（病院）：複数周答  

病院（N＝182）  

0．0～    2001   400％   8001   80．0％   1000ヽ   

鴨慮↑る■暮さんが少ない  

事糧■担が大さしl  

先行ナる耽●が蔓っていない   

（愴■に穴和がかかも）   

発行で含る体qが■っていない  

（■月がいない）  

モの触  

七回書  

鶉塑丁も鳥書さんが少ない  

ょ行する鮫れが事っていなし＼   

（拉≠にn用がかかる）  

事九1担が大さい  

舞行できる体¶が■っていない  

（■lAがいない）  

モの他  

わ回書  
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（オ）保険薬局   

明細書を発行しない理由についてみると、「希望する患者さんが少ない」（79．4％）が最  

も多くなっている。  

図表66 明細書を発行しない理由（保険薬局）：複数回答  

保険業局（N＝326）  

0．0ヽ   20．0■   40．01  60．0ヽ   80．01 100．Ol   

【患者の希望がない／希望があれば発行】  

・発行方法、費用徴収について決められ、希望があれば発行する。  

・患者様からの希望があれば検討して、特に問腐（患者様自身のデメリット等）が鮒ナれ   

ば発行。  

希望が多いようであれば検討したい。  

希望があれば院長に相談し、発行可。  

・患者様から希望があれば手書で発行する。  

希望があればレセプトと同じものを発行することになり1件100円程度徴収する予定で   

す。  

希望がないので発行しない。   

もし申し出ありの場合レセプトコピーにての対応を考えている。  

【その他】   

診療報酬点数に該当が無い。   

受診者は従業員（健保・本人）のみで医療費は無料（徴収しない）のため発行する必要   

がない。   

診療再開は能力的に不可能であり発行する可能性なし。   

近々診療所廃止のため。   

どういう明細書かわからない。  

希望する鳥暑さんが少ない  

事1■担が大きい  

貴行丁る饅■が暮っていない   
（毀●lこ椚用がかかる）  

★行でさる♯嘱が■っていない  
（1Aがいない〉  

モの他  

■尉書  

なお、発行しない理由のうちの、「その他」の主な回答は以下のとおりである。  

【発行する予定】   

発行する予定あり。   

県病院局で様式等を検討中。  

12月から実施。   

平成19年4月から発行予定。  

11月より発行。   

いつでも発行可能。   

基本的には全発行の予定。  

【設備・体制が整っていない／整えば発行予定】   

レセコンメーカーの設備費用次第で導入する。   

設備が整い次第発行する予定である。   

発行できる体制が整うまでは、詳細のわかる帳票を提示し説明に努める。   

レセコン更新時には発行予定。   

体制が整いしだい発行予定。   

ハード機器を導入してなるべく早目に対応する予定。   

ソフトが整えられれば発行。  
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2）患者さんからの明細書発行の要求の有無   

患者さんから明細書発行の要求の有無についてみると、病院においては、「まったくない」  

（74．2％）が最も多く、次いで「ほとんどない」（2l．4％）となっており、診療所において  

は、「まったくない」（85．6％）が最も多く、次いでーほとんどない」（8．0％）となってい  

る。また、歯科診療所においては、「まったくない」（94．9％）が最も多く、次いで「ほと  

んどない」（5．1％）となっており、保険薬局においては、「まったくない」（87．1％）が最  

も多く、次いで「ほとんどない」（12．3％）となっている。  

図表67 患者さんからの明細書発行の要求の有無  

0＼  tO＼  20＼  コOl 101  50＼  6nl †O1  80ヽ  901  tOOヽ   

3）今後の方針   

今後の方針についてみると、病院においては、r患者さんからの希望があれば発行する」  

（62．6％）が最も多く、次いで「未定J（20．3％）となっており、診療所においては、「患  

者さんからの希望があれば発行する」（61．0％）が最も多く、次いで「発行する予定はない」  

（18．7％）となっている。また、歯科診療所においては、「患者さんからの希望があれば発  

行する」（69．8％）が最も多く、次いで「発行する予定はない」（14．5％）となっており、  

保険薬局においては、「患者さんからの希望があれば発行する」（84．4％）が最も多く、次  

いで「未定」（8．9％）となっている。  

図表68 今後の方針  

O1  101  201  30ち  401  501  601  TO1  801  901 1001  

合計  
（N＝950）  

病院  
（N＝182）  

診療所  
（N＝187）   

歯科診療所  
（N＝255）  

保検薬局  
（N＝326）  

L・頻附こある日たまにある8ほとんどない】まったくない□無回答l  

ri莞扁る盲定はないロ患者さんからあ希望があれば発行i云臼未定■その他臼無回壷l  
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これを外来患者数別に見ると、医療機関全体では、外来患者数が少ない方が、「発行する  

予定はない」と回答している傾向が認められる。特に、病院においてそのような傾向がみ、  

られている。  

図表69 今後の方針（外来患者散剤：全体）  

O1  101  201  301  ㈹1  501  601  701  801  901 100l  

国表71今後の方針（外来患者数別：診療所）  

0ヽ  1（）1  20t  ユO1  40t  501  8肌  70■  80ヽ  901  tOO■  

lt発行するi定はない叩看さんふら示希壷孟暢れ扇扁する－占束壷・iの砧扁扁料  

図表72 今後の方針（外来点者数別：歯科診療所）  

肌  101  201  3¢1  401  501  801  701  801  901 100Il  
～■崩する享定はなLJ占由さんか妄あ由ふぁ五ば発行ナ才8未定■その他占無由I  

図表70 今後の方針（外来患者数別：病院）  

0ヽ   tO1  20ヽ   30ヽ  101  501  60ヽ   TOヽ   80ヽ   90t  100ヽ  

l≠車両云車車亘面こ盲盲享享ん亘亘車重右左ii垣享≠亘≠享有－そや垂ヰ鱒車＿l  

†i亮福≠云車軸ない古高車串亘こ云あ扁壷iiぁれlよ兵1亘盲盲盲車亘車重遵奉垂l  
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6．まとめ  

領収証について発行時期別に対応施設の累積割合をみると、診療報酬が改定された平成  

18年4月を境に増加して、体制未整備による猶予期間が終了した平成18年10月以降で  

は川0％となっている（図表15）。  

平成ほ年9月までの吸収証の発行状況は「全ての患者さんに発行していた」がどの施  

設でも最も多いが、病院（86．0％）、保険薬局（69．8％）、診療所（59．2％）、歯科診療  

所（40．6％）と施設種別ごとに差がある（図表19）。  

個別診療報酬点数の算定項目がわかる明細書への対応は概ね5割前後であるが、病院は  

64．8％とやや高かった（図表20）。  

明細書に関する患者さんへの周知方法とその具体的な明細書発行に関する患者さんへ  

の周知内容はどちらも「特に何も周知していない」が約75％で最も多かった（図表25、   

図表32）。  

明細書を発行している施設について、発行時期別に対応施設の累積割合をみると、診療  

報酬が改定された平成18年4月を境に急増している（図表38）。  

明細書の発行状況は、全体では「希望があれば、希望した患者さんすべてに発行してい  

る」（42・9％）、「全ての患者さんに発行している」（40．3％）がほぼ同数であるが、病院  

については、他の施設と比べ「希望があれば発行しているが、治療上の理由などで差し  

支えのある場合には発行を断ることもある」の回答割合が26．0％と高いため「全ての患  

者さんに発行している」（20．7％）は低くなっている（図表41）。  

明細書の発行方法は「レセプトと同じものを発行している」が26．8％、「専用の様式で  

発行している」が61．3％であった（図表42）。  

費用徴収の有無は、「費用を徴収していない」が約90％である（図表43）。対象サンプ  

ル数は少ないが、徴収額についてみると、施設ごとの最多価格帯は異なっている（図表   

54）。  

明細書を発行していない理由は「希望する患者さんが少ない」が約7割と多いが（図表  

62）、今後の方針では「患者さんからの希望があれば発行するJが最も多く全体の約7   

割を占める（図表68）。  

患者さんからの明細書発行の要求の有無は、「まったくない」が86、4％と多い（図表67）。  
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保険医療機関零における医療書の内容が分かる明細書の先行状況朝生匪頭  
■ †！．■二 ■   ）年（）月  

1ケ月間の集行件t  
＃平戒柑雫I0月   相  ）件   入験 （  〉件   

L 全ての恋着さんに托†〒している  

2 巾偏が丸山上 欄柑した患者さんすべてに先行している  
彙I千状況  

媒1つだけ鼻択  3 帝望がき」れば光i〒しているが．冶堺上の理由などて為し支えのあろ場合：ニは発行をl折るニ  

ともあろ  
4その他l  ）   

l．レセ7トと同じものを亀†‡していう  

貴市方法  2 呼用の梯j℃を作成し光一‡している   

厳1つだけjl択   3早宮きて確朽している  

4．その他（  l   

暮用t租の方詫  1作用を断収Lていない   

t収方法く犠■良筆可】  

占▲ぴ■■についてもお  滅t概していも■食は．  ヱ．常用を衛収している    書えくだ書い   
）円／什  

）円／頃日  

電事軸システム中人の柵  lあり  ヱ▼なL  

オーダリングシステム導入の書■  lあり  2・なし   

※凪套の鴨には、あてはまる薔欄事D（マル）で臨んでくだきい．また、（）内には岬をごた入  
「0【ゼロ）」をご記入く  

（1）貴院の状況（平成1‖川月現在）についてお聞きします．  

1．国（厚生労働省、切立礪院機構、国立大学法人，芳併有俸雄編祉憮l幕別  

2．公的医療職閤（都道府県、市■r村、日赤∴斤生全、北】髄道I上皇耶其賜金、摩生地、同氏悼願  

蘭敷主♯  保険団体迎合金屑）  

※1つだけ1れ   3 丑全保険関係成体（全唱狂女昧鉄腸ム巡A金 原生年余響菜園興馳 温良保険▲ 旺批促険  
組合及びその連合会、共済組合及びその連合会．国民呼止保険組合馴  

4．故人（公追法人、医硬法人、学校法人、仕全幅旺法人、医療生臥 余杜、その他の法人琴）  

5偶人   

新宅蝿（鉱脈■）  （  ）蓼■i首一府・爪  施拉区分  Ⅰ．熱床詮梼所  

黙雷摩の■倉仕■床tもた入   2．有珠こ数億所⇒（）床   

一日平均外よ▲雷■【 械平■18年10月  t  ）人  ■も■1■【t勤牡暮】  t  ）人   

賊可り粁n氏とは、主に直積亭桝に供わ乙職員全てを指し王十．   

無常軌換託についてヱま、以下の方疲で算出してください．重た．常勤娘貫穐の職員数は無銭い卜亀点以下四拇五人）でお答えくださt、．   
■1眉間に数凪勤携のq含：（Jf雫’勤職員のl眉間の勤杯峰岡〉 ÷（■長打が苺わている常▲蝿Rの】週間の勤房時間）   

■lケ／‖＝数回集り誘の場合二（非常納内のlケ月の如欝曙関）÷【倉島Pか峯れて1、る常帆邑の】せ¶の動摂噂間×」）   

（之）領収証（個㈲の費用ごとに区分して紀正されているもの）の発行状況についてお¶きLます．  

発行押印期警…崇夏雲二認諾諾琵㌶㌫誓嘉一芸管しl 芸芸 （）牢【）月  貴行の方法  l．プリンタで出力」て発行   2．手打きで鞄行       31と2の両方  1ケ月間町発行件■ 篠平戒1I事lO月  外集  （    ）件  入I亮  （     〉 件  尊慮t8ヰ8月たでの  l．全て【り皿舌さんlこ発行していた       2l七剥が兼惣鏑のため雅行」ていなかった  先行状況  3 休潤は束懲腑だが求めがあIt：エ（手箱きで）登行Lていた  叛1つだけ▲れ  4 モの他（                                       ）   （5〉「個別の鯵療報酬点数の算定額日の分かる明和暮Jを先行していない施設にお蘭きします。  

※前ページの（3）で「Z兼行していない」と国書した施設のみご記入くださし、．  

l弔房負旭が大をい  Z ■熱栗すう．℡者さんが少ない  

明嶋暮毛先拝しない址由                3．稚行できる体制が襲っていない（恥良がいない？   

類■■世事可   4．私行十らエ煽が繁っていない（設備l二汗川がかニ▲も）  

5 モの旭（  ）   

◆までに▲暮さんから明嶋■の  2 たまこある   

、め ‾   

燥1つだけ遇択   3：≡とんどない  4 まったくない   

1一己行十ち予定；1ない  

今■の方針  2生者さんからの市報があれば射了十る   

繁1つだけユ択   ユ 未定  
4 その他（  J   

（3）患者さんから求めがあったときに発行に努めることとされている「虻別の診療報酬点数の暮定横   

目の分かる明細暮」とついてお聞きします．暮l完ではこの明細雷を発行していますか．  

（4）「個別の鯵ホ頓観点蝕の暮定項目の分かる明細書」を先行している施設にお聞きします－  

l．持合聖に明潮目軒仁梨甘している冒のポスター等七貼っていう  

明Ip暮の発行lこ聾寸■るt●さ     ：…・・・……………………ト 貼っていろ場所 －  1応所   

んへの■知方凛   2．支払い悪口に明嘉l舎を発行している邑そ掲示している   

■■■■■1l   ∴………＝・…・・・…・・・・・…・ト 掲示Lていろ場所（  l蔵前   

龍1．および之に■事した方1まし （）内lこ貼っている■断あ古い  3、来院者にチラシ笥を配布している   
は穐ホしていi■簡のt雪ご鮫入  4，特に何も周知していない   

ぐださい   5．モの他（  
）   

l，明神富と領収】正のi釦、が分かろ上うに両者の見本などを示している  

■体的な」■知内書  2．明繹詔の具体的な内♯を示していち   

濯義■回書可  3．稀に何も周知していない  

4．モの他（  ）   

（6）領収証や明細tの発行について、ご正員等がございましたらご記入ください．  

賀間は以上です．こ協力いただきありがとうこざいました．  
双ページヘqきます  

1  

保験匿轟機朋礪における匿女1の内書が分かる明細書の発行状況鵬主軸  

彙巧開始■わ   蒜霊（）年（）月  

1ケ月間の貴行件】■  

＃平膚11t川■   外来  ）件  入鏡  ）件   

1全ての弘看きんに発行している  

貴行軟曳  2個報土；あれは、柿現した盟看さんすべてに尭行している  

＃1つだけ1畿  a 希望があれば発行」ていうが、結構上の理由などて透し支えのある欄含には克行を賄うニ  

ともあろ  
4その他（  ）   

1．レセプトと同じものを鞋行していう  

貴行方法  2．咋用の儀式を作成L雅持している   

￥1つだけ遭れ   3半℡きて鞄行していう  

4，モの他（  ）   

★用t彼の方糞  1常用t徴収Lていない   

■れ方虫【徽■旬■胃I  

お▲ぴ▲■についてもお  藁■■していも■舎は．  専闊用を徴収していろ    嘗えくだ書い   ）円／件  

）円／一員巨  

l†化の牧況   臣事会計シュテ▲書入叫書  l．あり  2．なL  

オーダリングシステム導入の雷■  l・あり  2なし   

※回書の■には．あてはまもー尊書0（マル）で薗んでください．また．（）内には叩告ご取入  

（1）★陳の状況（平成18年10月旺）についてお冊きします．  

1．国（厚生方≠苓、凹む綱院政阻 泡立大学法人、労醜者時好描址鑓l貞専）  

皇．公約圧積憤欄（水運鼎爪、耶■r付．日赤．i斤生会、北憺道旺全事業陰金．曙生乱取民は戊  

鰐皮主体  保険出陣迎合舎零）  

漉1つだけ1れ  3．社会保険間係臨体【生爪址舎保険協会連合会．群生年金事義損興臥船員怪談会、叫旗保険  
組合及びモの裡合会、兆瑚繍1合及びそJ）迎合会、国民蜂喋繰僕統合耳）  

4．注入l公縫法人、隆積法人、学校法人、吐余附止法人、広療生軌 条仕、その他の法人等）  

5一†用人   

新任■（●勤■）   （  ）ホ・壇・肩・県  搬■分  1，無味さ環所  

嫉書庫の■合性■毘tもE入   ヱ．甘床診療所⇒【）床   

一日中均外 ■■■＝l●  ■■t■ lO月  （  ）人  事鴨■▲t（★勤暮暮）  （  ）人  

饅▼市に構わろ■几全てをすlします．  

以下のカ注で算出しでください．土た．黙劇農耳穐の職員モ托丑tトト中点以下四け五入】でお答えください．  

合∵（1巨鳩開邑の1月仰の鋤F岬恥 ÷（■鳥扱が覆めていうせ勤n良の1■間巾勤携呵間）  
場合：【非常勤咽属のlケ月の助房鴫肘”÷ t■烏なが正めている常勤】孤貝の1J間内助橋畔Ⅶx」）   

（2）領収旺（個別のt用ごとに区分して記暮されているもの）の発行状況についてお聞きします．  

■鱒鱒鱒認諾貫写梵霊芝諾芸孟認禁誓支詫賢しI言霊 － ）牢（）月  兼行の方法∴  1プリンタで出力して鴇抒   乙 串凝きで稚桁       a．1．と2の弼方  1ケ月間の力行祥■ 電平氏18事10月  、外景  （    ）件  入t  （   ）件  平犀18年り‖Eでの  1全ての恐者さんに発行していた       2．作間が兼ホ嶋のたわ発行していなかった  先行牧茨   ユ．体制11東電幅だが求めがあれほ（手管きて）糧1ラしていた  複1つだけj事れ  4そ〝）他〔                                      ）   （5）「個別の鯵繍報酬点数の算定項白の分かる明紐暮」を兼行していない施設にお聞きします．  

濾椚ページの（3）で「ヱ．舞汚していないJと国書した施牧のみこ紀入ください．  

111房負担が大きい  2．簡Ⅵ十る悪者さんが少ない  

明■暮奮発抒Lない理由              3 発行できろ作鵬が繁りていないl職且がいない）   

■■■■■■   4尾行十る設愉が繁っていない（訂騙に徴用がか尤・る）  

5その他（  ）   

◆fでに■暮さんから弔挿■の  ヱ，たまにある   

兼行宣♯められ七ことIiあるか   

識1つだけ■れ   3；王とんどない  4まったくない   

1．糧行すろ予定：エない  

寸書の方≠  2．聖者さんからの徹里lがあれば兜†テナる   

叛1つだけ遭択   a．来往  

4 モの他（   

（3）患者さんからまめがあったときに先行に努めることとされているr個別の診ま報酬点数の算定礪   

8の分かる明細書」についてお蘭きします．★快ではこの明ね書を兼行していますれ  

（4）「個別の鯵ま報酬点数の暮定項目の分かる明媚暮」を発行している施設にお叩きします。  

2．支払い慧nに明事l事を発行して 

・…・…‥・………………・■  

2．明細書の具体的な内蓉を示していろ   

3．特lニ何も周知していない  

し6）領収柾や明紬書の巣行について、ご未見零がございましたらご記入ください．  

賃問は以上です．こ協力いただきありがとうこさいました．   
貰ページヘ饅雇雷T  

l  



保険医療機関等における医療費の内専が分かる明細書の発行状況肌壬師弼  

発行開始時期   
1ケ月の発行件数  

諾   ～三（）月  洋平慮】8年10月   

1食での生甘さん二職iナして㌧、ミ  

2 希？けiあれJ王、肴F望し「二む古き／卜すペTJ二雅子†Lてしも  

発行状茨  
妓1つだけ凛ポ  

3 希丁罰ごてふilrご矩行しているか、江凋上乃㌍由／（どてユ；し貰えのさ－う鳩′二さ：二は発育テを】Vrう二  

±もあう  

4 その他（  

1 レセ7トと同じものを稚りLている   

禦†〒方ま   2 呼用の様式を作成」矩行している   

荒1つだけ邁釈   3 手許き1奄jう」ていう  

4 その他（   

責用t収の方法  1黙・刑を荏畑」ていなし、   

潔t覆している■倉は、  三 野用を也lはLている   

お▲ぴ■qについてもお  

t収方ま（櫨■駁笛可）  誓えください   

）巨／†′ト  

1日／相月   

け化の状況 二 臣事会計システム斗入の書■  lあり  ユ∵」   

※直答の瞬にIL．あてはまる■早手C（マルlで囲んでください．また、（）内には咽をご記入  

（1）景薬局の状況（平成18年10月現在）についてお聞きします．  

（2）領収証（個別の費用ごとlこ区分して妃粧されてし、るもの）の発行状況ヒついてお聞きします。  

城舌I十食性のみのⅦ収良ではなく．暮鋼のt用ごとに   諾 （）牢〔）月  発行間始時期    区分して記■幸れているt収丘のt市■ヰ■期をご  取入ください  無情の方法  1 プリンタでl†リ）して発行   2 手許きで発行       3 1と2の両方  1ケ月間の発行捧故 減平層18年10月  （        ）件    平成18年夕月壬での  1．全て【り患者さんに究†干していた       2．作間が東泉幅のた′J祇指していなカ、つた  発行状況  a 体制はよ整備だが求〟－があれだ【手牒jて）矩持していた  絃1つだけ■択  4 その他（                                          ノ   〔5）「個別の診療報酬点数の書定額月の分かる明椅書」を発行していない薬局にお聞きしますt  

※前ページの（〇）で「2発行していない」と回答した施設のみご駁入ください．  

111精強担カ1大きい  2 荊？ける悪名さん：1ノl●／上い  

明鴨■モ素行しない理由                3 罷j7でき引柑Jl；整って．、損、（脇貝がし、ナごl   

キ■■句t下   4 兇†テナろ設備が牒上ていない（忽腫に滑川が1、誉・も）  

5 その他（   

今ぎでに豊著さんから明媚雷の  2 た壬ニある   

貴行壬責められたことはあるか   
遭1つだけヨ択   ユほとんどセい  4 よっ仁く互い   

1 発行する了・定【三ない  

今tの方I十  2 皿看さん1・らク）希望があれlご雅†テ寸る   

※1つだけ遭択   3 発狂  

4 そロ）他（   

（3）患者さんから求めがあったときに発行に努めることとされている丁個別の診療報酬点数の井定項   

目の分かる明和暮」についてお聞きします。貴薬穐ではこの明細書を発行していますか。  

（4）「価別の診療報酬点数の暮定項月の分かる明細書j を発行している眞局にお蘭きします．  

1．柏倉箋に明細霹を爽行していろ旨の7バスター噂を貼っている  

覇■暮の彙†引＝輌ナる▲書さ  

んへの周句方慮  〕芯所  
2．支払い窓口に明細笥を究行」でいろ旨を帽示していろ  

▲：：J」   ：……・・＝…………………← 指示していろ場所【  l芯所   

瀬1．寧よぴ2．に勾誓Lた方は，  
l）内に始っている■簡■もい  3．寝間薫‾にチラシ箪を配布していう   

は■ホしている■ホの廿蜃ごた入  4特に何も周知」ていない   

くださtt   5．その他（   

1．明細書と領収址の違いが分かる上うに両者の見本などを示している  

1体的な叩知内響  2 明細等の具体的な門督を申Lている   

禅t鴨【皿書司   3．特に何も同和していない  

4．その他〔  

（6）領収証や明細暮の先行について．ご意見等がございましたらご記入ください，  

箪問は以上です．こ協力いただ萱ありがとうこざいました．   

次ヘージヘ統さます  1  




